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連載講義

近年、気候変動の影響で豪雨・台風災害が頻発し
ている。気象庁の気候変動監視レポート 1）によれば、
１日の降雨水量が 100～ 400mm以上の日数など、高
い降雨強度の頻度は確実に増加傾向にあることが報
告されている。また、地震国である日本においては、東
日本大震災後も熊本地震、そして今般の能登半島地震
など、局地的に強い地震が発生している。  表１   に、東
日本大震災以降の近年の主要な自然災害を整理した。
表に挙げた災害以外も含めて、ほぼ毎年、全国各地
で地震や豪雨、台風等による自然災害が起こってい
るといえよう。直近では、8月 8日に宮崎県沖の日向
灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生し、大きな被害
には至らなかったが、南海トラフ巨大地震の想定震
源域内で起こったことから、気象庁から「南海トラフ
地震臨時情報」が発せられた。近い将来確実に起こ
る南海トラフ地震や首都直下地震への備えの重要性
を再認識する機会になったのではないだろうか。
これらの自然災害は、公衆衛生の確保を目的とす
る廃棄物・し尿処理等に深刻なダメージを与える可
能性がある。一つは、私たちの生活ごみや下水・し
尿を処理する施設などが影響を受ける場合である。
生活ごみの処理や下水・し尿処理・浄化槽の機能が
停止すれば、悪臭や衛生害虫などの発生、感染症の
恐れなど、公衆衛生に係る環境が損なわれる。
もう一つの問題は、大量に発生する災害廃棄物へ
の対処である。その処理が滞れば、同様に生活環境
の保全や公衆衛生の問題が懸念される事態になる。

廃棄物処理は、私たちの日常の生活を支える重要な
社会インフラであり、災害時であっても生活ごみの
処理を継続し、また大量の災害廃棄物を迅速かつ適
正に処理するために、強靭な廃棄物処理システムと
してあり続ける必要がある。
本稿では、災害廃棄物への対処に焦点をあてて、そ
の特徴と対策の要諦について整理するとともに、将
来の巨大災害に向けて日本社会の強靭性を高めるた
めの重要な視点を論じる。
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年月 災害名

2011.3 東日本大震災

2013.10 伊豆大島土砂災害

2014.8 広島土砂災害

2015.9 関東・東北豪雨災害

2016.4 熊本地震災害

2018.7 平成 30年７月豪雨災害

2019.10 令和元年房総半島台風・東日本台風災害

2020.7 令和 2年７月豪雨災害

2022.3 令和 4年福島沖地震

2024.1 能登半島地震

  表１  　近年の主要な自然災害
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2.  近年の自然災害と災害廃棄物発生状況

　  表２   に、東日本大震災を含め主要な自然災害と
災害廃棄物の発生量などを発生量順に整理した。
2011 年の東日本大震災においては、東北地方の太平
洋沿岸部が大津波に見舞われ、大きな被害をもたら
したが（   図 1   参照）、地震動よりも津波が原因の災
害がれき（災害廃棄物）が多く発生した。その量は、
災害がれきが約 2千万トン、津波堆積物（津波によ
り海底から巻き上げられた土砂類）が約１.1 千万ト

ンに達した。2016 年には熊本地震が発生し、強い地
震動による損壊家屋からの災害がれきが約 311 万ト
ン発生した。現時点では令和 6年能登半島地震がそ
れに続くが、解体家屋数が当初の推定を上回る可能
性が高く、熊本地震に匹敵する発生量になる可能性
もある。さらに、平成 30 年７月豪雨災害（2018 年）
は、被害が西日本の極めて広域に及び、また、2019
年の令和元年房総半島台風・東日本台風災害におい
ても、東日本を中心に広域的な豪雨に見舞われ、浸
水被害等による大量の災害廃棄物が生じた。
他の自然災害は、相対的に災害廃棄物量は小さい
が、局所的には自治体の処理可能な規模をはるかに
上回る量が発生しており、処理に要する期間はおのず
と長期化することが理解できよう。近年の自然災害に
おいては、平時と同様の技術水準を維持しつつ、広域
的な支援により凡そ１～３年で処理を完了している。

3. 災害廃棄物処理の流れ

災害廃棄物は市区町村自治体が処理責任を負う一
般廃棄物に該当する。しかし、通常の生活ごみ等を

   表２  　主要な自然災害と災害廃棄物の発生量等

災害名 種類 年月 発生量（万トン） 処理期間

東日本大震災 地震・津波 2011.3 3,100
（津波堆積物1,100含む）

約３年
（福島県除く）

阪神・淡路大震災 地震 1995.1 1,500 約３年

熊本地震 地震 2016.4 311 約２年

令和６年能登半島地震 地震 2024.1 244
（石川県、2024.2 時点） 約 2年（計画）

平成30年７月豪雨 水害 2018.7 190 約２年

令和元年房総半島台風・東日本台風 水害 2019.10 116 約２年

新潟県中越地震 地震 2004.10 60 約３年

令和２年７月豪雨 水害 2020.7 53.4（土砂含む） 約 1.5 年

令和４年福島県沖地震 地震 2022.3 37

出典：環境省令和４年度災害廃棄物対策推進検討会資料

  図１  　東日本大震災直後の被災地の状況（筆者撮影）
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受け入れている施設では追加的に大量の災害廃棄物
を受け入れることは難しい。質的にも損壊家屋の解
体物など平時は建設系の産業廃棄物に該当する廃棄
物が発生し、自治体の施設の受け入れ基準を満たさ
ないケースも多い。したがって、最終的には、域外
の産業廃棄物の処理施設なども活用しながら広域的
な対応を行う。
災害廃棄物の主な処理の流れを   図２   の模式図に
示した。被災地域においては、大量の災害廃棄物が
発生している場合、自治体の収集能力が追い付かな
いため、住民やボランティアの協力のもとに分別排
出を行い、できる限り住民自身が一次仮置場まで軽
トラック等の車両で運搬し、持ち込む。損壊の激し
い家屋は解体撤去が行われるため、大量の解体廃棄
物も発生する。分別解体を進め、一次仮置場または

二次仮置場に直接運搬し搬入する。
一次仮置場では、持ち込まれた災害廃棄物を種類
ごとに分別して仮置きする。分別されていれば、リ
サイクルや焼却による減容化処理がしやすくなり、
搬出先の選択肢も広がり、結果的には迅速な処理に
もつながる。また、有害な処理困難物は他の廃棄物
に混じらないように分別する。  図３   4）に主要な分別
品目の写真を載せた。一方で、緊急時には分別する
ことが難しいケースが多く、混合廃棄物として排出
されたり、分別不徹底で異物が混じったりすること
が多い。その場合は、一次仮置場で重機等を使い粗
選別を行う。
二次仮置場では、大きな土地スペースを確保し、各
地の一次仮置場から災害廃棄物を搬入、集約して、リ
サイクルや焼却減容化などの受け入れ施設への振り

  図 2  　災害廃棄物処理の流れ（出典：国立環境研究所：災害廃棄物情報プラットフォーム）

  図 3  　一次仮置場における災害廃棄物の主要な分別品目
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分けを行う。特に混合廃棄物や異物混入の多い廃棄
物は、後段の処理・リサイクル施設における受け入
れ基準を満たせるように破砕選別処理を行う。また、
仮設焼却炉を設置して、可燃物を焼却し減容化を図
る場合もある。
最終的な受け入れ先としては、既存の各種リサイ
クル施設や焼却施設、埋立処分場などがあげられる。
加えて、通常でも多くの廃棄物・副産物を原燃料と
して受け入れているセメント工場は大口の受け入れ
先であり、近年の災害における貢献度は高い。

4. 災害廃棄物対策に係る国の取組み

東日本大震災を契機に国では、いずれ起こる可能
性が高い南海トラフ地震や首都直下地震のような巨
大災害に備えて、事前防災・減災の考え方に基づき、
国土強靭化法の制定（2013 年 12 月）及び国土強靭
化基本計画の策定（2014 年６月）により、強くしな
やかな国をつくることを目指した。その中で、災害
廃棄物処理も重要な一分野である。
災害廃棄物分野では、まず、2014 年３月に震災廃
棄物対策指針と水害廃棄物対策指針が災害廃棄物対
策指針として統合する形で改訂された。また、東日
本大震災への対応を教訓に検討を進め、2015 年７月
に廃棄物処理法と災害対策基本法の一部を改正し、
中小規模から大規模な災害までつなぎ目なく細やか
な対応できる制度づくりを行った。すなわち、巨大
災害時は国が自ら処理事業を指揮し担うことを可能
とした。また、東日本大震災時に実行した各種の特
例措置をパッケージ化して法的に位置づけ、災害緊
急時に円滑に機能できるようにした。
2015 年 11 月には大規模災害発生時の災害廃棄物
対策行動指針を策定し、地域ブロックごとに設置し
た協議会を連携の場として、環境省地方環境事務所
が中心になって災害対応力を強化していくことにな
った。
その後の関東・東北豪雨災害（2015 年９月）、熊
本地震（2016 年４月）、九州北部災害（2017 年７月）、
そして平成 30年７月豪雨災害、令和元年東日本台風

災害等には、環境省が 2015 年９月に設置した災害廃
棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）が被災
地支援を担った。被災地に派遣された環境省支援チ
ームにD.Waste-Net の専門家が加わり、プッシュ型
支援（国等が被災自治体の要請を待たずに必要不可
欠な支援活動を行うこと）により司令塔を果たすと
ともに、D.Waste-Net を構成する業界団体等は、人
員・資機材の提供や、広域処理の担い手になるなど、
様々な支援活動が機動的に行われた。
同時に、平時からの災害対応力向上に向けた取組
みも行われている。全国の自治体では災害廃棄物処
理計画の策定、自治体職員研修による人材育成等を
進めており、環境省はモデル事業を通してそれらの
支援を行っている。2020 年度からは「災害廃棄物処
理支援員制度（人材バンク）」が設立され、災害関連
業務を経験した人材の登録により、災害時に支援員
を被災自治体に派遣し支援を行う枠組みがスタート
し、その後の災害時に多くの人材が派遣されている。
環境省所管の国立環境研究所は、D.Waste-Net の
構成機関として、研修プログラムの開発、提供や、災
害廃棄物情報プラットフォーム開設 5）による関連情
報の提供を行っているところである。

5．1　自然災害に伴う災害廃棄物問題の特徴
災害廃棄物問題の特徴は、自然災害の種類や規模
などによって異なる。地震災害の場合は、損壊家屋
の解体に伴う解体ごみが災害廃棄物の中心となる。
一方、水害（豪雨災害）に伴う災害廃棄物の発生状
況は、床上浸水になると家屋内の泥をかぶった家財
などが初期に発生し、これを片づけごみという。ま
た、洪水の場合でも家屋損壊が生じた場合は、解体
ごみも遅れて発生する。
豪雨災害時の片付けごみの搬出は災害直後の早い
時期から始まり、分別指示の広報や仮置場開設、管
理体制の構築が遅れると、市中に混合ごみが溢れた
り、一次仮置場が混合ごみの山になったり（   図４   参

5. 自然災害に伴う災害廃棄物問題の  
特徴と対策
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照）、その後の適正な処理・リサイクルに支障をきた
すことになる。
5．2　災害廃棄物対策の要諦
災害廃棄物対策を円滑に進めるためには、様々な
観点からの対応が必要である。これまでの地震災害
や水害の経験を踏まえて、環境省では災害廃棄物対
策指針を策定している。基本的にはこの指針に基づ
いて、事前に自治体ごとに災害廃棄物処理計画を策
定し対応していくこととなる。
以下に、自治体が行う災害廃棄物対策のポイント
を整理した。
１）仮置場の確保
仮置場は、大量に発生する災害廃棄物と、限られ
た処理能力のギャップを調整するバッファー役にな
り、迅速かつ適正な処理を進めるうえで、最も重要
な機能を担う。事前の災害廃棄物処理計画策定時に、
想定する災害規模を踏まえて十分な容量を受け入れ
可能な一次仮置場候補地をリストアップしておく必
要がある。広い公有地が候補となりやすいが、避難
所設営などの候補地との競合もあることから、他部
局との十分な事前調整が必須である。発災後には、予
めリストアップしていた候補地から、災害の実態や
搬入・搬出を含む運搬の計画を踏まえて、一次仮置
場を選定し、迅速に開設する。
２）被災住民への広報・周知
発災直後から片付けごみの搬出が始まるが、自治
体はごみの搬出や仮置場への搬入の仕方について、
被災住民に対する適切な広報、周知が必要である。災

害時には自治体の収集車両や人員の不足から、被災
住民が自ら軽トラックなどを調達して、一次仮置場
まで持ち込むことが一般的である。自治体は、一次
仮置場の場所、開設時間帯や分別ルールなどを被災
住民にあらゆる媒体で広報し、いち早く伝達するこ
とで、可能な限り適切な分別排出を促す。作業を支
援するボランティアにも適切に伝達することが肝要
である。
なお、被災住民に分別をお願いすることは、災害
非常時には大変な負担であるため、平時から災害時
の対応を住民に周知し、分別等の大切さを意識啓発
し理解醸成を図ることも重要であるといえる。
３）組織体制の構築
災害時には、当然のこととして平時とは異なる業
務が発生し、状況変化とともに業務内容、業務量、優
先順位が変わってくる。事前に、災害直後からの事
象変化のタイムラインに沿った組織体制づくりと必
要業務について検討しておく必要がある。
災害直後の被害状況把握、災害廃棄物発生量の大
まかな見積もりを踏まえて、仮置場選定、住民への
広報周知、資機材調達、仮置場管理要員の確保、生
活ごみの収集運搬・処理の継続体制の確保、避難所
ごみの処理への対応や仮設トイレ設置・し尿収集、他
自治体や団体等からの受援調整、国や県との連絡調
整、住民からの問い合わせ対応など、膨大な業務が
発生することから、他部署からの応援を含めた事前
検討を行う。
初動・応急から復旧時期になると、本格的な災害
廃棄物処理事業の運営体制へ移行することになるが、
処理事業の各種発注手続きや解体事業の受付・管理、
国への補助申請手続きなどのウェイトが大きくなる。
このように、災害非常時の制約の中で、時間とと
もに変化する業務に応じた技術職員、事務職員の適
切な配置に可能な限り努力するとともに、人員不足
の場合は他部署からの応援や他の支援自治体等から
応援要員を要請する。
４）各主体との連携
災害廃棄物対策を進めていくうえで、被災した市
町村自治体のみで対応していくことは極めて難しく、

  図 4  　豪雨災害後に一次仮置場に山となった混合ごみ（A市）
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国や県、他自治体や他団体、民間事業者等との連携
が必須である。   図５   は、近年の災害対応における
各主体のかかわりを示すものである。被災した市町
村自治体に対して、国は補助金による財政支援や
D.Waste-Net による技術支援を行う。県は、広域処
理の調整役などを行い、場合によっては処理事業の
一部事務を被災市町村から受託して支援する。他の
市町村や関連団体からは、予め締結された協定に基
づくケースを含め、収集車両等の資機材提供や人材
派遣による支援が行われる。民間事業者は、処理事
業業務を受注し、処理の推進に貢献している。事業
者のなかでコンサルタントは、処理の進捗管理や発
注業務の支援などにより被災自治体の行政機能を支
援する。
近年の災害対応では、関係府省間の連携も円滑に
行われている。例えば、災害初動時に、環境省から
防衛省への要請により派遣されている自衛隊が必要
に応じて災害廃棄物処理の支援を行う場合がある。
被災地の一般市民は、災害廃棄物の分別搬出や一
次仮置場への搬入への協力を行うことになり、関係
主体の一員である。また、社会福祉協議会等を通じ
たボランティアが、被災住民の災害ごみの搬出作業

や片付け・清掃作業に協力し、被災住民の負担軽減
に大いに役立っている。
以上のような連携体制が迅速かつ円滑に機能する
ためには、事前の災害廃棄物処理計画策定やその後
のフォローアップの中で、各主体相互の関係を深め
ておく必要がある。例えば、自治体間の相互支援の
ための協定や、自治体と民間事業者の間の協定締結
による関係づくりが大切である。
５）事前の災害廃棄物処理計画策定と人材育成
災害非常時に適切な対応をしていくためには、少
なくとも平時から十分な備えをしておくことが必要
である。その場合、「形式知」と「暗黙知」の観点で
考えると良い 6）。災害時を想定して、必要事項は計
画や指針、手引きなどの形式知として文書化し明確
にしておく。その意味で、災害廃棄物処理計画の事
前の策定は必須である。しかし、実際の災害は想定
通りに起こることはまれであり、原理原則を理解し
つつ状況に応じて柔軟に判断し対応していけるよう
人材自身の能力を高めておくことが重要である。そ
れは文書化できない暗黙知と言うことができる。平
時からの研修・訓練等や、災害廃棄物処理計画の策
定やフォローアップ自体の過程を通して、人材育成

  図 5  　災害廃棄物処理に関わる各主体の役割
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を図っていくことが災害対応力向上の鍵となる。そ
して、災害時には、これらの形式知と暗黙知が融合
することで「実践知」として機能させなければなら
ない。

6.1　巨大地震災害に伴う災害廃棄物の発生
毎年のように地震や台風・豪雨などの自然災害が
頻発している中、気象庁 7）は 30 年以内に南海トラフ
沿いの巨大地震（マグニチュード８～９クラス）が
発生する確率は 70～ 80％と発表している。また、首
都直下の地震災害は 30 年以内に 70％と発表してお
り 8）、その日がいつ何時到来してもおかしくない状
況であることを私たちは認識しなければならない。8
月 8日に発生した日向灘の地震により「南海トラフ
地震緊急情報」が発せられたことは、そのことを思
い知らせる契機となった。
災害廃棄物対策の面では、環境省において巨大地
震への対応に関する検討が行われてきた。   図６   に
南海トラフ地震に伴う地方ブロック別の災害廃棄物
発生量の予測結果 9）を示す。全体としては２億トン

を超える量が発生し、なかでも四国地方において最
大の約 6500 万トンもの災害廃棄物が発生すると予
測されている。これは、東日本大震災の７倍もの量
に及び、処理が困難である津波による混合廃棄物を
相当程度含む。また、環境省によれば、首都直下地
震による災害廃棄物発生量も最大１億トンを超える
と推計されている。
東日本大震災時の災害廃棄物対策は、国家プロジ
ェクトとして国力を最大限使い、原発事故の影響を
受けた福島県を除き約３年間という短期間で処理を
成し遂げた。しかも、処理方法はほぼ平時の処理基
準に則り、２千万トンもの災害廃棄物の８割以上を
リサイクルし、１千万トン余の津波堆積物のほぼ全
量を資材として利活用した。費やした総事業コスト
は１兆円を超えたとされる。しかし、南海トラフや
首都直下の巨大地震災害において、同様のやり方で
円滑な処理を行うことは、災害廃棄物の量と質の面
から極めて困難であると思料される。
6.2　�将来に向けた平時から災害時へのシームレス

な備え
東日本大震災は千年に一度の現代社会が経験した
ことのない未曽有の自然災害であった。災害廃棄物
処理においても多くの混乱と試行錯誤があったが、
関係者の総力の結集で３年間という比較的短期での
処理を成し遂げた。しかし、反省すべき課題は多く、
それらに真摯に向き合い、南海トラフ地震や首都直
下地震のような将来の巨大災害に対して日本社会と
して備えていかなければならない。
筆者ら（2013）6）は、東日本大震災における災害
廃棄物処理が軌道に乗った時期に総括的な見解を示
し、将来に向けて災害廃棄物マネジメントからみた
諸課題として以下の点を提起した。
（人・組織体制等の側面）
・中枢機能の強化
産学のキーパーソンを含む中枢機能を有する司令
塔、府省横断的体制。
・官民パートナーシップの強化
現在の産業の業態からの転換。総合建設業、産業
廃棄物処理業、エンジニアリング企業を統合した総

6. 来る巨大災害に向けて

  図 6  　南海トラフ地震に伴う地方ブロック別の災害廃棄物
発生量予測
（出典：環境省令和３年度第３回災害廃棄物対策推進検討会
資料をもとに作成）
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合的運営機能、自治体機能を代替するマネジメント
コンサルティング機能による官民パートナーシップ
（処理・技術インフラ等の側面）
・許認可手続きの簡素化
緊急時の許認可簡素化による機動的運営
・試行事業の重要性
災害非常時の法的制約を受けない新技術の試行事
業の必要性と予算的担保
・非常時の技術基準
平時の基準を緩和した特例措置。非常時のプライ
オリティを総合的に勘案し，簡易なアセスメントに
より迅速な意思決定ができる仕組みづくり
・大規模な受け皿の確保
将来の大規模災害に備えた最終的な出口としての
受け皿確保（海面処分場など）

東日本大震災から 13年半が経過し、以上の課題の
いくつかは国による対処がなされた。例えば、中枢
機能の強化については、災害対策基本法を改正し、巨
大災害時には国が一元的に処理事業を担えることと
した。巨大災害時には広域的に行政機能がダメージ
を受ける。そのような状況では、被災した地方自治
体に代わり、国が処理事業そのものを国家プロジェ
クトとして遂行していくことが期待される。ただし、
府省横断的に中枢機能を果たす体制に関しては、議
論が不十分である。わが国に米国のFEMA（Federal 
Emergency Management Agency）のような恒常的
な危機管理対応組織が必要か否かについては十分な
議論が必要であるが、少なくとも災害対応の事象ご
とに、一元的中枢機能を主管監督官庁に集約するこ
とが一つの考え方である。災害廃棄物処理は環境省
に中枢機能を置き、関係府省庁との調整を踏まえた
リーダーシップの役割が期待され、実質的にはその
ような運用がなされていると理解している。
また、上述の許認可手続きの簡素化については、東
日本大震災の教訓を踏まえて、平成 27年に廃棄物処
理法が改正され、処理施設の新規設置手続きの簡素
化がなされるとともに、産業廃棄物と同様の性状を
もつ災害廃棄物（一般廃棄物）の産業廃棄物処理施

設での処分が事後の届出で可能となった。
一方で、一朝一夕では解決できない難題もある。特
に官民パートナーシップの強化については、平時か
らのシステムづくりが求められる。すなわち、巨大
災害時には、地域の自治体や中小の地元企業だけで
プロジェクトを遂行することは難しい。東日本大震
災時にはゼネコンを中心にしたプロジェクト体制が
組まれ、その後の熊本地震、西日本豪雨災害などに
おいては、大手廃棄物処理事業者と地元企業の連携
体制により、広域処理を含めた機動的な処理が行わ
れた。このように、広域的なネットワークとバック
アップ機能を有する大規模事業者と地元企業とが連
携し、広域自治体（都道府県）の傘の下に処理事業
を推進していくような官民連携の体制づくりが必要
である。そして、そのような官民連携システムを、災
害非常時だけでなく平時の持続可能な廃棄物処理事
業を担う体制づくりとも一致させることができない
だろうか。事実、その兆しは少なからず見え始めて
いる。近年では、脱炭素化や循環経済を標榜する廃
棄物処理事業スキームとして、自治体が担う一般廃
棄物処理事業において、エンジニアリング企業と廃
棄物処理業を担う総合企業、そこに地元企業も加わ
った連携体制づくりが進みつつある。このような官
民パートナーシップの動きは、災害時にも有効に機
能する可能性がある。東日本大震災においてプロジ
ェクトを推進した総合建設業（ゼネコン）も、将来
の巨大地震に対してどのように貢献し、平時からど
のような事業スキームを作っていくべきか考える時
期に来ており、期待したい。
ただし、気になる状況もある。現下の能登半島地
震への対応においては、結果的に地元指向での体制
づくりになっており、規模的には熊本地震に匹敵し、
かつ漸弱な小規模自治体が被災しているにもかかわ
らず石川県による二次処理等の業務代行は行われず、
地元企業群主導の実施体制となった。今後のどのよ
うに推移していくかは国や県の支援とも関係するが、
詳細な状況についての報告は機会を改めたい。
以上のように、巨大災害に向けては、災害対応力
の強靭化にもつながる、平時の官民連携事業スキー
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ムの高度化が必要なのである。このような考え方は
「事前復興」の概念にも通じており、災害時だけで
なく平時にもシームレスに多面的な価値を創出し、
地域の社会課題をも同時に解決できるような事業と
してデザインしていくことに戦略的な意義がある。
すなわち、将来の巨大災害への備えには、平時から
日本社会の「持続可能性」の視点を導入していくこ
とが鍵であるといえよう。

7. おわりに

自然災害が頻発するなか、災害廃棄物対策の強化
の必要性は論を待たない。国においても、8月 2日
に閣議決定された第 5次循環型社会形成推進基本計
画の中で災害廃棄物対策は重要な施策として位置づ
けられている。このように、災害廃棄物対策は環境
政策の中で主流化してきており、自治体における災
害廃棄物処理計画策定や人材育成への取組みも行わ
れてきたが、いざ災害に向き合ったときに有効に機
能するとの確信までには至っていない。

災害廃棄物対策は、いつ起こるとも知れない災害
に対する冗長性の確保であるが、得てしてそれを無
駄な投資として軽視する場合もあろう。しかし、理
解してほしいのは、災害緊急時の災害廃棄物対策は、
平時の通常の廃棄物処理への対応力がベースにある
ことである。逆説的に言えば、災害廃棄物対策への
人材能力向上、他部局や関係主体との連携体制構築
などによる備えは、平時の廃棄物処理システムの強
化にも同時に役立ち、相乗効果を生むことを強く認
識し、今後の災害廃棄物対策への取組みを継続的に
行っていくべきである。
さらには、巨大地震災害への備えには、持続可能
性の視点が必要である。先述したように、災害時だ
けでなく平時にもおいても価値をもたらすシームレ
スな官民連携事業とそれを広域的に推進していける
ような総合的事業体制づくりを政策的にも後押しし
ていくべきである。そのことが、日本社会の強靭性
を含めた持続可能性を向上させていくことにつなが
ることを最後に改めて強調しておきたい。
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